
クリーン 21 長谷山電気調達仕様書 

1 概要 

（1） 適用範囲 

 本仕様書は、城南衛生管理組合（以下「発注者」という。）のクリーン 21 長谷山

で使用する電気を受注者が供給することについて適用する。 

（2） 供給場所 

城南衛生管理組合クリーン 21 長谷山（京都府城陽市富野長谷山 1 の 270） 

（3） 業種及び用途 

一般廃棄物焼却施設の施設稼働電力 

2 仕様 

（1） 供給電気方式等 

 電気方式交流 3 相 3 線方式 

 供給電圧 20,000 V（標準電圧） 

 計量電圧 20,000 V（標準電圧） 

 標準周波数 60 Hz 

 受電方式 1 回線受電 

 自家発電設備 

（ア） 常用 蒸気タービン発電機 定格出力 4,900 kW 1 基 

（イ） 非常用 ディーゼル発電機 定格出力 800 kW 1 基 

 蓄熱設備 無し 

（2） 予定数量等 

 契約電力 

（ア） 常用電力 

500 kW（契約上使用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計算

される値がこれを超えないものとする。） 

（イ） 自家発補給電力 

1,300 kW（自家用発電設備の検査、修理又は事故により生じた不足電力等の補

給に充てるため、受電する電力をいう。） 

 予定使用電力量 

702,688kWh（月ごとの予定使用電力量は別紙資料） 

（3） 受給地点等 

 受給地点 

供給場所におけるクリーン 21 長谷山の特高受電室の関西電力㈱の 20,000 V 地

中引込線立上り電纜終端箱 



 電気工作物の財産分界点 

 受給地点に同じ。ただし、取引用計量装置は当該地域を管轄する一般送配電事

業者の所有。 

 保安上の責任分界点 

 電気工作物の財産分界点に同じ。 

（4） 供給期間 

令和７年４月１日０時から令和８年３月 31 日 24 時まで 

3 料金等 

（1） 契約方法 

単価契約 

（2） 料金制度 

 料金単価は、次の時間帯区分による。 

時間帯区分 定義 

夏季 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 

その他季 夏季以外の期間 

（3） 計量 

 計量方法 

 受注者の検針方法による。 

 なお、現行の検針方法（一般電気事業者の計量装置）は、自動検針（光ファイ

バーにより一般送配電事業者へ検針データを送信する方法）である。 

 計量期間 

毎月 1 日 0 時から末日 24 時 

（4） 基本料金 

 常用電力 

 契約電力（常用電力）に基本料金単価を乗じた額とする。ただし、計量期間に

おいて全く電気の使用がなかったときは、更に 0.5 を乗じて得た額とする。 

 自家発補給電力 

 契約電力（自家発補給電力）に基本料金単価を乗じた額とする。ただし、計量

期間において全く電気の使用がなかったときは、更に0.2を乗じて得た額とする。 

（5） 力率 

 料金の割引及び割増 

 受注者は、その月ごとの平均力率により、料金の割引及び割増を行うことがで

きるものとする。 

 なお、入札価格算定時の力率は 100％とする。 



 平均力率 

 力率はその 1 か月のうち、毎日 8 時から 22 時までの時間における平均力率と

する。単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する（瞬間力率が進み力率と

なる場合は、その瞬間力率は 100%とする。）。ただし、計量期間において全く電

気の使用がなかったときは、力率を 85%とする。 

 なお、平均力率の算定式は、次のとおりとする。 

平均力率（%） =有効電力量÷√(有効電力量)
2

+ (無効電力量)
2

× 100 

（6） 燃料費調整等 

 燃料費調整単価及び市場価格調整単価は、当該地域を管轄するみなし小売電気事

業者が定める電気供給条件により算定される単価とする。 

（7） 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号）第 32 条第 2 項の

規定に基づく納付金単価を定める告示により定められた単価とする。 

4 電気の安定供給 

（1） 受注者は電気の安定供給を図ること。ただし、以下の場合、受注者は電気の供

給を中止し、又は電気の使用を制限し、若しくは中止の申出ができる。 

 電気の需給上、やむを得ない場合 

 電力供給会社の電気工作物に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合 

 電力供給会社の電気工作物の修繕、変更その他やむを得ない場合 

 非常変災が発生した場合 

 その他保安上の必要がある場合 

（2） 一般送配電事業者の送電線を使用して電気を託送により供給する場合、（1）ア

からオに関しては、受注者は当該一般送配電事業者との接続供給契約で安定供給

を図ること。ただし、当該一般送配電事業者が（1）アからオに関して供給の中

止又は制限を申し出るときは、この限りではない。 

（3） 受注者は（1）の電気の供給中止又は制限を行おうとするときは、発注者に事前

に連絡し、了承を得ること。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りでは

ない。 

5 その他 

（1） 使用電力量の増減 

 予定使用電力量はあくまで見込みであり、これを保証するものではない。 



（2） 通信設備等 

 本契約に伴い計量装置、通信装置、その他の付属設備（以下「通信設備等」とい

う。）を設置する必要がある場合、全て受注者の負担で行うこと。 

 なお、通信設備等の設置の必要がなくなった場合は、速やかに受注者の負担で撤

去すること。 

（3） 条件の詳細 

 供給実施に際して、条件等詳細については、落札後締結する電気調達契約書にお

いて定める。 

（4） 協議 

 本仕様書に定めのない事項については、別途協議する。 

  



別紙資料 

令和７年度月別予定使用電力量 

 常時電力量 

(kWh) 

自家発補給電力量 

(kWh) 

合計 

(kWh) 

力率 

(%) 

4 月 3,900 0 3,900 100 

5 月 2,280 0 2,280 100 

6 月 95 195,591 195,686 100 

7 月 3,155 0 3,155 100 

8 月 3,030 0 3,030 100 

9 月 80 248,934 249,014 100 

10 月 2,530 0 2,530 100 

11 月 2,900 0 2,900 100 

12 月 2,530 0 2,530 100 

1 月 3,155 0 3,155 100 

2 月 200 231,153 231,353 100 

3 月 3,155 0 3,155 100 

合計 27,010 675,678 702,688 100(平均) 

令和５年度月別使用電力量実績 

 常時電力量 

(kWh) 

自家発補給電力量 

(kWh) 

合計 

(kWh) 

力率 

(%) 

4 月 354 0 354 99 

5 月 238 0 238 97 

6 月 153,856 97,540 251,396 100 

7 月 7,680 7,993 15,673 100 

8 月 77,045 97,807 174,852 100 

9 月 132,256 91,213 223,469 100 

10 月 890 0 890 99 

11 月 1,072 0 1,072 99 

12 月 21,232 24,612 45,844 100 

1 月 23,104 25,693 48,797 100 

2 月 96,938 77,436 174,374 100 

3 月 853 0 853 98 

合計 515,518 422,294 937,812 99(平均) 
 


